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1. 概要 

本書は，真空破壊装置が設計用地震力に対して十分な動的機能を有していることを確認す

るものである。真空破壊装置は設計基準対象施設においては Sクラス施設に，重大事故等対

処設備においては常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備に分類される。

以下，設計基準対象施設及び重大事故等対処設備としての動的機能維持評価を示す。なお，

真空破壊装置はＪＥＡＧ４６０１－補・1984 に基づく動的機能維持評価対象弁には該当し

ないが，原子炉格納容器の環境条件の設定では真空破壊装置の作動が前提として考慮されて

いるため，本書により動的機能維持評価を示すものである。 

本資料に関係する図書を以下に示す。 

  ・Ⅵ-2-9-4-1「真空破壊装置の耐震性についての計算書」 

 

2. 評価方針 

真空破壊装置の機能維持評価は，Ⅵ-2-1-9「機能維持の機能方針」にて設定した動的機能

維持の方針に基づき，地震時の機能維持評価用加速度が機能確認済加速度以下であることを

「4. 機能維持評価」にて示す方法にて確認することで実施する。確認結果を「5. 評価結

果」に示す。 

真空破壊装置の耐震評価フローを図 2－1に示す。 

 

図 2－1 真空破壊装置の耐震評価フロー 

 

3. 固有周期及び設計用地震力 

真空破壊装置はベント管に溶接されたスリーブに本体が固定されており，ベント管と一体

で振動する構造物であるため固有周期及び設計用地震力はⅥ-2-9-2-3「ベント管の耐震性に

ついての計算書」に示す固有周期及び設計用地震力を用いる。また，Ⅵ-2-9-2-3「ベント管

解析モデルの設定 

固有値解析 

設計用地震力 

地震応答解析 

機能維持評価用加速度 

真空破壊装置の機能維持評価 

Ⅵ-2-9-2-3「ベント管の耐震

性についての計算書」に示す

解析モデルから評価用加速度

を設定 
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の耐震性についての計算書」に示す解析モデルにより，真空破壊装置の機能維持評価用加速

度を算出する。 

 

4. 機能維持評価 

4.1 動的機能維持評価方法 

3.の地震応答解析から得られた真空破壊装置の機能維持評価用加速度と機能確認済加

速度との比較により，地震時又は地震後の動的機能維持を評価する。 

真空破壊装置は，4.2 で示すように地震時動的機能維持が確認された逆止弁と類似の

構造であるため，Ⅵ-2-1-9「機能維持の機能方針」に記載の逆止弁の機能確認済加速度

を適用する。 

 

4.2 真空破壊装置と逆止弁の類似性について 

図 4－1に逆止弁と真空破壊装置の構造を示す。 

弁体をアームとスピンドルで支持しており，動的機能維持を確認するための部位（駆

動部）が逆止弁と同じ構造であるため同等な構造と考えられる。 

なお，真空破壊装置の動作試験用の駆動装置としてエアシリンダが設置されているが，

エアシリンダは事故時の真空破壊装置の動作に影響を及ぼさないため，動的機能維持評

価の対象外とする。 

 

逆止弁の構造例 真空破壊装置 

  

図 4－1 逆止弁と真空破壊弁の構造 
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5. 評価結果 

5.1 設計基準対象施設としての評価結果 

真空破壊装置の設計基準対象施設としての耐震評価結果を以下に示す。機能維持評価

用加速度は機能確認済加速度以下であり，設計用地震力に対して動的機能を維持できる

ことを確認した。 

 

(1)機能維持評価結果 

動的機能維持評価の結果を表 5－1に示す。 

 

表 5－1 動的機能維持の評価結果（設計基準対象施設） 

（単位:×9.8m/s2） 

 要求機能 

機能維持評価用 
加速度 

機能確認済 
加速度 判定 

水平 鉛直 水平 鉛直 

真空破壊装置 
Ｓｓ機能
維持 

3.12＊1 1.12＊2 6.0 6.0 〇 

注記＊1：設計用床応答スペクトルⅠ（基準地震動Ｓｓ）に対するベント系の地震応答解析に

より求めた真空破壊装置取付部での応答加速度（水平 1方向加振時の最大応答加速

度）を上回る加速度に基づく震度 

＊2：設計用震度Ⅰ（基準地震動Ｓｓ）を上回る設計震度 

 

 

5.2 重大事故等対処設備としての評価結果 

真空破壊装置の重大事故等対処設備としての耐震評価結果を以下に示す。機能維持評

価用加速度は機能確認済加速度以下であり，設計用地震力に対して動的機能を維持でき

ることを確認した。 

 

(1)機能維持評価結果 

動的機能維持評価の結果を表 5－2に示す。 

 

表 5－2 動的機能維持の評価結果（重大事故等対処設備） 

（単位:×9.8m/s2） 

 要求機能 

機能維持評価用 
加速度 

機能確認済 
加速度 判定 

水平 鉛直 水平 鉛直 

真空破壊装置 
Ｓｓ機能
維持 

3.12＊1 1.12＊2 6.0 6.0 〇 

注記＊1：設計用床応答スペクトルⅠ（基準地震動Ｓｓ）に対するベント系の地震応答解析に

より求めた真空破壊装置取付部での応答加速度（水平 1方向加振時の最大応答加速

度）を上回る加速度に基づく震度 

＊2：設計用震度Ⅰ（基準地震動Ｓｓ）を上回る設計震度  
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（補足） 動的機能維持評価におけるエアシリンダの影響 

 真空破壊装置の機構の概要を図－補 1 に示す。動作試験用のエアシリンダにより真空破壊

装置を作動させる場合，エアシリンダと連動するクラッチが弁体と連動するクラッチを押し回

すことにより，弁体が回転する。一方，差圧により真空破壊装置が作動する場合，弁体が回転

することにより弁体と連動するクラッチが回転するが，エアシリンダと連動するクラッチとは

接触しないため，エアシリンダと連動するクラッチは回転しない。このため，エアシリンダが

損傷した場合にも真空破壊装置は作動可能であり，エアシリンダは真空破壊装置の動的機能維

持評価の対象外とする。 

 

 

 

図－補 1 真空破壊装置の機構の概要 

エアシリンダと連動
するクラッチ

弁体と連動
するクラッチ

②エアシリンダと連動する
クラッチが回転し（ ），
弁体と連動するクラッチを
押し回す（ ）

①エアシリンダ
が作動

③弁体が
回転

①差圧によ
り弁体が
回転

②弁体と連動するクラッチ
が回転（ ）
エアシリンダと連動する
クラッチは回転しない。

閉状態 エアシリンダによる開状態 差圧による開状態

注：点線で閉状態の
位置を示す。

注：点線で閉状態の
位置を示す。

エアシリンダ

弁体




